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令和５年度 第２回大阪市北区地域福祉推進会議 議事録 

 

１ 開催日時：令和６年３月 22日（金）午前 10時 00分～午前 11時 50分  

２ 開催場所：北区役所４階 402･403会議室 

３ 出席者 ：出席者名簿のとおり 

４ 会議資料：別添のとおり 

５ 司会  ：北区役所福祉課長代理 岡田智子 

６ 議長  ：（元）大阪教育大学教授、ふくしと教育の実践研究所SOLA主宰 新崎国広 

７ 副議長 ：北区社会福祉協議会会長 小玉始 

 

＜議事録＞ 

（司会） 

定刻になりましたので、只今から、令和５年度 第 2回大阪市北区地域福祉推進会議を開会させて

いただきます。本日は、お忙しいなかご出席いただきましてありがとうございます。私は本日の司会を

担当させていただきます、福祉課の岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず始め

に、本会議は、議事録の公表のため録音させていただいておりますことをあらかじめ周知いたしま

す。それでは開会にあたりまして、木戸保健福祉センター所長からご挨拶申し上げます。 

 

（木戸保健福祉センター所長） 

改めまして、おはようございます。北区保健福祉センター所長の木戸でございます。 

本日は、令和５年度「第２回 北区地域福祉推進会議」に、年度末のご多用のところ、早朝よりご出席

を賜りまして、誠にありがとうございます。また、平素から大阪市政並びに北区政の各般に、格別のご

支援・ご協力をいただいておりますことに、厚くお礼申し上げます。 

皆さまにおかれましては、昨今のマンション世帯の増加による居住形態の変化に伴い、地域におけ

るつながりの希薄化、またこの間のコロナウイルス感染症の影響も伴い、思うように地域活動ができな

い状況下においても、様々な工夫をされながら、活動を継続し、ご尽力されておられることに、重ね

て感謝申し上げる次第でございます。 

さて、令和２年３月に「第２期北区地域福祉計画」を策定しまして、その「２期計画」も残すところ１年と

なりました。この間、令和４年６月の中間見直しで「付帯決議」を追加し、この「地域福祉推進会議」な

どで、ご意見をいただきながら進めてまいりました。 

現在は、来年３月策定予定の次期「第３期計画」を見据えた議論の時期に来ており、昨年１２月に開

催された実務者レベルの「地域支援連絡会議」での議論を踏まえ、今後委員の皆様方から様々なご

意見を賜りたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

北区役所といたしましては、引き続き、福祉施策を重点的に取り組むことで、「北区地域福祉計画」の

基本理念でございます「人と人とのつながりと支え合いのまち 北区」を目指し、尽力してまいりますの

で、委員の皆様方におかれましても、今後とも、より一層のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。以上、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。 

それでは、新崎先生、平尾先生、そして委員の皆さま、本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（司会） 

続きまして、学識経験者といたしましてご出席いただいております委員の先生方お二人をご紹介さ

せていただきます。 

（元）大阪教育大学 教授で、現在、「ふくしと教育の実践研究所 SOLA（Social Labo）主宰の新

崎国広様です。 

（元）関西学院大学 助教の平尾昌也様です。 

続きまして、会議にご出席いただいております、委員の皆さまをご紹介いたします。 

〈委  員〉 

北区社会福祉協議会     会長 小玉 始 様 

北区民生委員児童委員協議会 会長 辻󠄀 博志 様 

北区地域振興会      副会長 南 順之介 様 

北区地域女性団体協議会   会長 友田 幸子 様 

北区身体障がい者団体協議会    会長 竹本 有吾 様 

竹本様につきましては、まだお見えにはなっていないため、到着次第、改めてご紹介させていた

だきます。 

大淀歯科医師会      副会長 小林 実 様 

 北区社会福祉協議会   事務局長 松本聡美 様 

本日、オブザーバー参加として、地域支援連絡会議の副座長、並びに大淀東地域社会福祉協議

会長 岸本恒夫 様 

なお、本日あいにく所用が重なりご出席が叶わないとお伺いしております委員の方につきまして、

お知らせいたします。 

＜欠席者＞ 

北区地域振興会      会長 岩岸 敏雄 様 

大淀医師会        会長 田上 大作 様 

大淀薬剤師会       会長 草分 孝子 様 

鶴満寺聚楽院      施設長 長谷川眞哲 様 

 

続きまして、北区役所から出席しております職員を紹介いたします。 

保健福祉センター所長 木戸 でございます。 

政策推進課長 池西 でございます。 

地域課長 小林 でございます。 

生活支援課長 高下 でございます。 
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健康課長 岩崎 でございます。 

事務局より福祉課長 中野 でございます。 

福祉課 子育て支援担当課長代理の髙田でございます。 

福祉課担当係長の牧島でございます。 

福祉課担当係長の福田でございます。 

最後に本日の司会を務めさせていただいております、福祉課長代理の岡田です。 

また、北区社会福祉協議会から軸丸地域支援担当係長、西坂地域支援担当係長もご参加いただい

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは議題に移らせていただきます。昨年 6 月に開催しました、第 1 回地域福祉推進会議にて、

議長は新崎委員、副議長は小玉委員がすでに選任されておりますので、議事の進行を新崎議長に

お願いしたいと思います。 

新崎議長、よろしくお願いいたします。 

 

（新崎議長） 

はい。新崎です。円滑な議事進行を務めて参りたいと思いますので、委員の皆様にはご協力のほど、

最後までよろしくお願いいたします。それでは、議題の 1に参りたいと思います。 

北区地域福祉計画の、この間の取組について、事務局よりご報告をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

福祉課 担当係長の牧島です。よろしくお願いいたします。私から「資料１」の「大阪市北区地域福祉

計画」～この間の取組について、ご説明させていただきます。 

説明に入る前に、私が大阪市に採用されて 29 年間、ずっと区役所の窓口業務を担当し、地域に出

る仕事は選挙の投票所と、国勢調査の地域説明会だけでした。 

 昨年の７月に、この推進会議の第一回目を行った際、取組内容を説明させていただきましたが、地

域に出たことがない職員が、地域の活動に参加したことがない職員がこんな事をお話しても上っ面だ

けでやはり全然伝わらない。少し悩んでいた、そんなときに社協の軸丸係長が地域との顔つなぎ、色

んな取組へのお声かけをいただき、また職場からも地域に出向くことの理解もいただき、小地域の福

祉活動計画、子ども食堂、フードパントリー、福祉フェスタ、防災訓練など色んな地域活動に見学、

参加させていただきました。 

まだまだ、触りだけの経験ですが、色んな地域活動に刺激と感動をいただき実体験を踏まて、今日

のお話が少しでも皆さんに届いて、北区の福祉がさらに推進するような取組を行って参りたいと思っ

ていますのでよろしくお願いいたします。 

  

それでは、スライドの内容に進めさせていただきます。まず、北区では、地域福祉の推進に向け、平

成 27 年に「第 1 期北区地域福祉計画」を策定し、そして、5 年後の令和２年に第２期の計画を策定
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し、現在、その第２期計画に基づき、取組を進めているところになります。 

 

〇１ページをご覧ください。 （ページ番号は各資料の左下に明記しています） 

〇第２期計画の内容について、簡単にご説明させていただきますと、本計画は、福祉のまちづくり

（地域福祉の推進）を実現するため「基本理念」と３つの「大切にしたい視点」、そして、3 つの「取組

の柱」で構成しています。 

〇一番上に基本理念とありまして、「人と人とのつながりと支え合いのまち北区」 となります。 

〇次に、大切にしたい視点について、６つの視点とありまして、第２期計画の中間に当たる令和４年 6

月に開催した「北区地域福祉推進会議」において、 （左上の黄色表示）新たに「気にかける地域づ

くり」という視点を盛り込むこととしました。（マル新 という表示） 

〇そして、（一番下）取組の柱・３つの柱として、 

「【１】地域でつながり支え合う活動の支援」 

「【２】“きめの細かい”相談・支援の充実」 

「【３】ふくしのまなび」としており、 

これら、基本となる理念および方向性については、次期（3 期）計画にも継承していきたいと考えてお

ります。 

〇次に、資料の２ページに移ります。それでは、この第 2 期計画に基づき、この間進めてきた取組み

について、課題別に ご報告させていただきます。 

〇はじめに、「高齢者・障がいのある方への支援」について、いわゆる「8050問題」や認知症高齢者、

重度障がい者や単身高齢者などの、「要援護者」への支援と見守り、特にマンションにお住いの要援

護者への対応は、地域コミュニティの希薄化とも相まって、喫緊の課題となっております。 

〇このような課題に対応するため、専門的な知識を持った人材である「コミュニティソーシャルワーカ

ー」（いわゆるＣＳＷ）を、また、地域の身近な相談窓口として「地域福祉コーディネーター（Ｃｏ）を配

置し、民生委員や地域包括支援センターなどとともに、地域を見守るネットワークや支援体制を構築

してきております。 

〇次に、３ページに移ります。引き続き、「高齢者の方への支援」についてご説明いたします。 

〇（左上図）「地域福祉コーディネーター」や「コミュニティソーシャルワーカー」の令和４年度の相談

等件数は、前年度・令和 3年度と比較すると、約 2倍に増えており、内訳で見ると「②見守り・声掛け」

の件数が 3倍強と大幅に増加しており、仕組みが着実に定着しているものと考えております。 

〇（右上図）認知症や心身機能の低下・フレイル予防の取組みとして、「はつらつ脳活性化教室」や

「いきいき百歳体操」を各地域で実施しており、いきいき体操については 19 地域中、１５地域で実施

しております。 

〇（左下図）また、ふれあい喫茶・食事サービス等の取組については、コロナの影響により制約を受

ける中、各地域で工夫を重ね継続いただいてきたところです。 

〇（右下図）災害への備えについては、「大阪北区ジシン本」の風水害編、「台風がキタ！」を活用し、

高齢者の方でも分かりやすいよう、ナレーションを加えた 

動画を作成し、各地域で放映するなどの取組みを実施してきております。 

〇次に、４ページに移ります。こちらでは災害時も含めた「見守り・支援体制」について、「自助・共
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助・公助」の連携による支援体制の「イメージ」を図にまとめておりますので、ご確認ください。 

〇次に、５ページに移ります。「障がいのある方への支援」についてでございますが、ご覧のように、

（左上図）障がい者の社会参加と自立促進を目的に、障がい者の方々が作成したマスクやエコバッ

グなどの販売や、（左下図）また、令和４年度からは「北区障がい者自立支援協議会」とともに新たに

障がい者スポーツの振興に積極的に取り組んでまいりました。その他、北区社会福祉協議会と連携

した取組みとしては、日帰り農業収穫体験「収穫祭」等を開催しているところとなります。 

〇次に、６ページに移ります。障がい者スポーツイベントについて、少し触れさせていただきますが、

令和 4年度から、健常者と障がい者がともに気軽に楽しめるイベントを実施してきております。 

〇また、今年度についても、２月１８日（日）に、北区スポーツ推進員のみなさまとともに「北区民セン

ター」において、年齢や障がいに関わらず、誰もが気軽に楽しめる NEWスポーツのイベントを開催を

し、スタッフを含め約 100名の区民のみなさまにご参加いただきました。 

〇今後も、障がいをお持ちの方の自立支援に向け着実に取組を進めてまいります。 

〇次に、７ページ移ります。 

〇生活に困窮されている方への支援についてですが、北区社会福祉協議会と企業の連携により、

「フードドライブ」・「日用品ドライブ」および「フードパントリー」を実施しております。 

〇令和４年度からは、株式会社ファミリーマートと連携協定を締結し、「ファミマフードドライブ」に参画

しております。区内協力店舗は現在 4店舗となっているほか、北区を先行事例として、市内全区での

取組が進みつつあります。 

〇（真ん中・右側・〇新）に記載しております、この 3 月に、新たに北区役所と企業 2 社（ドン・キホー

テ梅田支店、山田不動産）との間で、北区の社会福祉の向上と子どもの健全育成を図る目的として

連携協定が結ばれております。 

〇その他、複合的な課題に対する総合的な相談支援体制（つながる場）や生活困窮者への自立支

援相談「よりそい」サポートの運営を通じまして、きめの細かい相談・サポート体制の充実を図ってま

いりました。 

〇次に、８ページに移ります。「子育て世帯の方への支援」について、になります。 

〇「切れ目のない支援で子どもの笑顔を守る」ということで、妊娠期から就学するまで切れ目のない

支援を行うというもので、（図の下）北区においても、まず妊娠期から乳幼児期においては、母子保健

事業ということで、保健師との顔の見える関係づくり、育児不安の解消に取組んでおります。 

〇次に、９ページに移ります。引き続き、「子育て世帯の方への支援」となります。 

〇こちらのページでは、「乳幼児期以降」では、区役所の１階にあります、「子育て支援ルーム Kikki

（キッキ）」を運営し、子育て中の保護者同士の交流や、専門相談員による相談、また、区内の子育て

支援施設や地域の子育てサロン等に参加するきっかけのサポートも実施しております。 

〇次に、「未就学児期」の支援として、区内の幼稚園や保育施設に対し、相談・アドバイス・情報提供

を行い、良好なネットワークを構築し、連携するため、「プレスクールワーカー」を２名配置しておりま

す。 

〇続いて、「就学児期」の支援としては、学校が抱えている課題の解決に向け、スクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）を配置し、いじめや不登校など児童・生徒の様々な悩みの解決に向け、本人や家

庭も含めた生活環境や通学しやすい環境の調整、福祉制度の活用など、学校・家庭・地域にまたが



6 

 

る支援に取り組んでまいりました。 

〇次に、10 ページに移ります。「児童虐待防止の取組み」についてとなります。３つの支援業、「◆保

育施設への訪問支援事業」、「◆学校への訪問支援事業」、「◆区内小・中学校への支援」 につい

て、プレスクールワーカーやスクールソーシャルワーカーなどが、児童虐待防止の取組においても重

要な役割を果たしてまいりました。 

〇11ページは省略させていただきます。 

〇次に、12 ページ は「ヤングケアラーへの支援」について掲載しております。ヤングケアラーへの支

援についても、先ほどご説明いたしましたスクールソーシャルワーカーなどが「学校への訪問支援事

業」の取組の中で実施し、専門的な相談先へつないだり、家庭訪問等により寄り添い支援を継続し

ていくことも重要ではないかと考えております。以上が、第２期の「地域福祉計画」この間の取組につ

いての説明となります。 

〇次に、１３ページからは、令和６年４月の「改正児童福祉法」に基づき、全国市区町村に「こども家

庭センター」が設置されることとなりました。これに伴い、大阪市の全区役所にも設置される「こども家

庭センター」について、その目的や役割および北区におけるセンターの概要について、簡単にご説

明させていただきます。 

〇資料の図の「新規」と記載のある箇所を見ていただきますと、大阪市では、令和６年、この４月に、

各区役所に全ての妊産婦・子育て世帯・子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する包括的な

相談支援等を行う、「こども家庭センター」を設置します。 

〇主な役割は、身近に相談者がいない等、孤立化が進む妊産婦や子育て家庭に、出来るだけ早期

に関わり、区が確実に支援につなぐための支援計画（サポートプラン）を立案し実施することになりま

す。この「こども家庭センター」の役割について、こどもの育成の各段階に応じ母子保健と児童福祉

の双方の支援が必要な妊産婦・子どもに対する支援として、 

①保健師等が支援の必要な家庭を把握し、 

②総括支援員が合同ケース会議を開催し、 

③支援が必要と判断された場合に、支援員が中心となって、サポートプランを作成し、 

  保健師等と連携・協力して支援を実施するものとなります。 

〇次に、北区における「こども家庭センター」の配置の考え方について、具体的にお示ししますと、 

現在の福祉課の児童福祉担当（子育て支援室）に、新たに統括支援員 １名と支援員 ２名（サポー

トプラン作成者）を配置し、健康課の母子保健担当（健康相談担当）の保健師や、福祉課の子育て

支援室が相互連携を図り、情報共有を行ってまいります。 

ということで、４月からの体制の一部変更について、概要をご説明させていただきました。以上で、私

からの説明は終わらせていただきます。 

なお、こちらの資料につきましては、一部追記した部分はございますが、2 月 28 日に開催された区

政会議でも説明をさせていただいております。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。詳しく、地域福祉の計画についてご説明いただいたと思います。 

続きまして、議題 2に進んでいきたいと思います。 
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昨年 12月に開催しました、地域支援連絡会議におきまして、地域支援連絡会議の座長並びに大淀

地域社会福祉協議会の会長であります、岸本様より、会議の報告をお願いし、また後で皆さんのご

意見聞かしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（地域支援連絡会議 岸本副会長） 

岸本です。オブザーバーで参加させていただいております。どうぞよろしくお願いします。 

新崎先生の方からお話がありましたように、昨年の 12月 15日に開催されました「北区地域支援連絡

会議」で副座長として、会議に参加させていただきました。 

会議の方では、医師会民生委員児童委員、介護施設をはじめ様々な所属の方が 31 名もの参加者

が集まって、4 班に分けてグループワークでいろんなお話させていただきました。こちらのホワイトボ

ードにありますように、班を 4つに分けてグループごとにお話しをさせていただきました。 

令和 4 年度の会議でも、「気にかける」というテーマで実施してきましたが、今年度は気にかけるとい

う、何か一方的なイメージから、「お互いに気にかけ合う」という 1歩前進したテーマで、グループワー

クが行われ、当日のグループワークの議題は 4つの項目がありました。 

気にかけた・気にかけ合う、ということで、まず議題①で、行動や取組の内容、議題②としまして、課

題と感じたこと、③連携、協働について、④工夫・改善などアイデアについて、意見を出し合っていき

ました。グループワークは、この 4 つの項目について、50 分間で意見を出し合ってきたので、時間が

足りないグループもありました。各グループの意見につきましては、別紙資料の方をご覧いただきた

いと思います。 

このグループワークの後には、4 班それぞれの代表者が発表を行い、意見の共有を図ってきました。

グループワーク発表の内容も集約されておりますので、こちらの方は見ていただくという形でよろしい

ですか。はい。こちらの方もまた見ていただいたらと思います。 

そして、このグループワークの方でいろいろな取組が発表されましたが、私も地域の仕事と言います

か、私どもの地域の方でも様々な活動をさせていただいておりますので、お話させていただきました。

基本的にはどの地域もそうなんですけども、皆さんが一緒になって一生懸命やっているという中で、

「気づける事業」があり、私自身の地域を例として挙げさせていただいて、「脳活性化プログラム」とい

う中で、百歳体操と脳活の部分で、ゲームをしたり、とかというのがありまして、その場所が、うちの地

域としましては、「気づける場」ということになっております。私も実はサポーターということで、参加さ

せていただいておりまして、その時に、参加される方、それぞれ皆さんの歩いてる格好とかその時の

様子、しゃべり方とか、いろんなところを、一人一人みながら、サポーターがそれぞれやってる間に確

認しながら、その事業が終わった後に、必ずミーティングを 30分ほどして、その時の様子であるとか、

例えばこれに参加していて、来ていた人でも、今日は何か杖ついてこられてるなとか、何かそのしゃ

べり方、様子がちょっとおかしいよねとか、そんなところをしゃべりながら、声掛けであったり、次の事

業であるとかに活かしているということを今までずっとしてきております。 

そんな中で、コミュニティソーシャルワーカー・CＳＷさんが、本当によく頑張っていただいているので

すが、この地域では、何か相談されたことについて、次へつなげていけることがなかなか難しいことが

たくさんあるので、そういった中で、何か「気にかける、気にかけ合う」というところができたらいいと

常々考えております。 
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実は、ちょっと、その時の会議の時にも生意気なこともお話させていただいたのですが、役所の方と

か、いろんな役割を持っておられる方が、待っているという形だけでは、その地域がどんなものかとい

うのがなかなか理解できないではないかいうところがありますから、実際に地域に出向いていただき

まして、「こういうことは、こうやってね」とか、確認をしながら、それぞれを進めていただくと、実際の現

場を見ていただくのと、書面だけを見る、話だけを聞く、というのはやっぱり違うと思います。先ほど事

務局の牧島さんも言っておられましたが、やはり地域に行って、実際の様子を見聞きしていただけた

ら、と考えておりますし、またそういった形で進めていただけたらと、それぞれ願っております。 

と、色んなことをお話していると原稿をどこまで読んだかわからなくなったんですけども、やってる側で

言いますと、相談もその時にできたりとか、実は困り事とかは、やっぱり日々あるので、来られたときに、

こういう事をやっている、こんな事で困ってる、こんな時はどうしたらいいか、これはどこにつなげたら

いいか、というところを普段から相談ができるということを、そんな形をできたり、そういった意識を持っ

ていただいて、是非是非これから進めていただけたらと願っております。 

それぞれ専門職の方というのは、いろんな知識とか、かなり経験を豊富に持っておられて、それがや

はり地域の方で活かされていない部分とかも絶対あると思いますので、我々としましては実はいろん

なことをやっていても、素人は素人なんでそういったところで、できたらお願いしたいと思います。 

またどこまで原稿を読んだかわからなくなりましたが、地域では何か困りごとや相談があれば「地域福

祉コーディネーターに連絡をください」という形をとっていまして、高齢者の方については、例えば詐

欺が起きたりとか、そういう情報というのは私にも流れてくるので、そういったときに、例えば、家で怯

えているだけ、じっとしているだけではなくて、地域には会館があり、午前中は地域福祉コーディネー

ターさんがおられますので、困り事や心配な事があったら会館に連絡してくださいということをやって

います。自分の地域の話ばかりとなってしまいましたが、やはり専門職、役所の方、CSW の皆さんは

地域に出向いて行って、いろんな地域のところの特性とかを見ていただきまして、そういったところで、

またご指導、ご鞭撻をいただけたらと願っております。 

最後に、今回のグループワークで、改めて日頃からの地域活動の継続することの大切さを学びまし

た。そして、顔見知りやつながりを増やして、お互いに気にかけ合う、そんな北区の取組が進んでい

ければ良いと感じておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうござ

いました。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。以前、僕自身も大淀東地域の小地域福祉活動計画の策定に関わらせ

ていただいたときも岸本会長が本当に、準備のときからおまとめのところまで最後まで残って、地域の

ために熱心に取り組んでおられました。そういった中でご報告いただきました。 

それでは続きまして、地域支援連絡会議の座長である平尾委員からご説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

（地域福祉推進会議座長・平尾委員） 

平尾です。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。本日、ちょっと声が出にくくて、お

聞き取りにくいかもしれませんがご了承ください。いま岸本副座長からお話をいただきましたが、地域
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支援連絡会議では、この間ずっとグループワークという形を通して、地域の実務者レベルでの声を聞

いていこうということで、継続してやってきています。令和 4年に地域福祉計画の附帯決議で「気にか

ける」という言葉を聞いたときに、文句ではありませんが、私と新崎先生とで、なんか伝えたいメッセー

ジと言葉にズレがあるんじゃないのかなというのは少し感じていて、なんだろうと思ったときに、何か一

方通行な感じがすごく言葉として受け取られてしまって、だけど、地域づくり、地域福祉ということを考

えたとき、一方的に思っているだけじゃなくて、やっぱり双方向性がいる、ということをメッセージとして

伝えようと思ったら、「気にかけ合う」ことじゃないかなというのが出てきまして、何の許可もなく、先出し

でキッカケを地域づくりというふうにすると、アフターコロナの時代に、もう 1歩進んだ形の地域づくりと

いうのを共有できるんじゃないのかなという形を考えて、ご提案をさせていただきながら、グループワ

ークをしたというところが、経過でございます。 

会議では、本当にいろんな立場の方が参加してくださる中で、正直、「気にかけ合う」というキーワー

ドだけポンと出して、さあグループワークしましょうというと、最初、みんなキョトンとしてたんですよね。

いやいや、もうそんな日頃あったことを感じていることを率直に、まずは出し合ってみて、そこから何

か見えてくるものがあるかもしれないし、ただ、そういう視点で、自分たちの日頃やっている活動や仕

事だったり関わりというのを、振り返ってみるとどうかなというところで、いろんなお話を出してみてくだ

さいというと、今なんかすごくコンパクトにこれぐらいまとまってますけども、ものすごい数の意見・付箋

がたくさん出まして、各４グループからホワイトボードを埋め尽くすぐらいの量の意見が出ていました。 

いろんな意見が出る中で、ここに資料 2－1 とか、3－2 とか、いろいろご意見を集約していただいて

いるんですけれども、本当に沢山の意見が出てきました。そういった背景の中で、私がまた再度これ

を読み直して、咀嚼し直していろいろ気づいたことがあるんですけれども、やっぱり「つながる」という

言葉ってすごい便利なんですけど、なんかよくわかんないですよね。どうなったらつながってるってい

えるのか。いきなりつながれるのかって思うと、なかなかそういう実感もわからないし、目に見えてこな

いものだったりすると、いきなりつながりましょうというよりは、「気にかけ合う」というところからスタートす

ると、もうちょっとイメージ湧くんじゃないというのが 1つですね。 

「気にかける」をわかりやすくいうと、私が岸本さんのことを気にかけて、岸本さんが僕のこと気にかけ

てくれてるというこの双方向にかけ合ってる関係となり、これは非常にわかりやすいんですけども、み

んながその方向で、同じだけの線の太さ・同じ気持ちで思い合えていているかっていったらそうじゃ

ないと思うんすよね。ここにも書いてるみたいに、どこに書いたかな、循環するみたいな話をちょっとど

っかに書いて資料 2－1 のキーワードのようなところで、気にかけ合うというところに少し書いてるんで

すけど、一対一だけじゃなくて、何かこう、一対一で、どちらの方も気にかけられてる状態があって、こ

れが理想的なんですが、例えば、あの人なんかちょっと気になるなって思う人がいて、気になるなと

思ってくれてる人は自分のことを気にかけてくれてなかったとしても、回り回ってその人のこと誰かが

気にかけてるという状態が、ちゃんと見える形になってるかどうか。 

何かあったときにすぐに発見できるというのは、これやっぱり専門職、行政の職員が、キャッチしきれ

ないんですよね。本当に、地域に密着したところにいる人たち、今回でいうと地域福祉コーディネー

ターだったり、コミュニティソーシャルワーカーだったり、社協の職員さんだったりするのかもしれない

んですけど、それでもやっぱり生活に本当に近いところでのちょっとした変化に気づけるのは、地域

の人達だけなんですよね。 
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これをやれって言われると、結構大変。ずっと私が見なあかんのかなって。それってすごい負担にな

るんですけど、そうやっていろんなところにかけてくれてる人のことを気にかけてあげれる人がいると、

その人が孤立しない、孤独にならないという状態をいかにして作っていくのかというのが、この「気に

かけ合う」というところの地域づくりに向けた 1つのポイントなのかなというふうに思いました。 

そして、ちょうど昨日の事ですが、私が地域福祉コーディネーターさんたちの連絡会にちょっと出さ

せていただいて、この計画のお話を絡ませて話をさしていただいたんですけど、やっぱり気にかけあ

ってるだけだと、つながるところにまではいかないんですよね。 

例えば、私が、小林さんのことを気にかけてますよって多分、コミュニケーションをとらないと、お互い

になんかこうチラチラ見てるだけで、ほんまにそうなのかというのは見えてこないので、やっぱり「気に

かけ合う」という関係性を、地域づくりをする中で、いかにその人たちがつながれるようなコミュニケー

ションの場を作っていくかということが、あわせて同時並行的にやっていかないことには、実は気にか

け合うだけでは地域づくりにはつながっていかない部分もあるのかなという話を、コーディネーターさ

んにも少しお話をしてみました。 

そうすると、そりゃそうだよねと、いやそれ大事だよね、会話をするってすごく大事だよねって、声をか

けるって、やっぱり一緒に地域に住んでいないと、地域ってやっぱつながっていかないよねということ

を、地域福祉コーディネーターさんの方からもいただけたので、そういった形で、地域づくりにつなげ

ていくというところを地域の第一線で活躍していただいてる方々と一緒に共有できたというのは、すご

く大事なことで、ありがたい時間でした。 

なんや私達はそれぐらいやったらできるかもしれん。やってみようって思えるレベルの小さなことをど

れだけ積み重ねていくかというところが、本当の意味で、地域はほんまに日々変化しますし、人間も

日々変化していく中で、そういったちょっとしたできるかもということをやってみよう。それをやってみた

というところの振り返りというのが、地域福祉を長い目で見たときに、やっぱ 5 年 10 年かかると思うん

ですよね、ちゃんと結果が出てくるには、それをやっぱりその日を絶やさないように、社協なり行政が

ちゃんとそこを支え役割分担してしていくというようなことが、次期の地域福祉計画の中に記載されて

いくことが大事だなというのを改めて昨日の話と含めて、感じました。 

本当にいろんな意見がある中で、なんかすごい良い雰囲気で、会議に 1 回来ていただけたら嬉しい

んですけど、本当に、みんながそれぞれ仕事も違うし立場も違う中で、地域のことを考えようって言っ

て話し合ってる時間というのが、本当に貴重だなと思っていて、こういった取組、これも 1 つのコミュニ

ケーションですよね、多分、この形で並んでて、この会議でどれだけ皆さんとコミュニケーションとれる

かというとなかなか取れないですよね。だけど、小さなグループになって、机を合わして、話しましょう

という場を作ってしまえば嫌でもしゃべらなあかんという状況が生まれてくると、コミュニケーションが発

生するんですよね。 

やっぱり、そういったことは、この連絡会に限らず、ほんと地域の方でも、いろいろそういった場づくり

というのやっていかなあかんなあという話を昨日、皆さんとしたので、そういったことがちゃんと支えて

いけるような体制づくりというのを今後つなげていっていただけると、この連絡会での議論というのが

深まっていくのかなというふうに思います。すみません。説明なのかどうなのかわかりませんが、私か

らは以上です。 

 



11 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。いま岸本会長、それから平尾委員にご報告いただいたんですけれども、

今のご報告の中で、もう少し会議の内容を聞いてみたいなあとか、それから、感想でも結構なんです

けれども、お聞かせいただければと思うんですけども、いかがでしょうか。何かご質問とか、できれば

挙手をいただけたらありがたいんですけれども、いかがでしょうか。 

なんか小林委員と目が合ってしまったんですけども。はい。申し訳ありませんが、小林委員に先頭を

切っていただいて、順番に委員の方に、一言ずついただこうと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（小林委員） 

はい。着座にてお話させていただきます。僭越ながら私の方から発言させていただきます。 

そうですね、歯科医師という立場でこの会議に参加しておりまして、訪問診療であったり、地域の

方々と触れ合う部分というのはできてはきてるんですけども、そういう患者さんの生活に入っていって、

食生活というものに関しても当然コミュニケーションというものが絶対必要ですし、あの患者さんはどう

しているやろうというよりも、一本電話をするとか、そういう中でやっぱりコミュニケーションというのはど

ういう分野においてもやっぱり欠かせないことだなと思って聞かせていただきました。 

そのキッカケになるものが何になるかというのは、すごくこう話し合った中で、取り決めていかないこと

なのかなというふうに思いました。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。そういったところでいうと、そのコミュニケーションが発生するキッカケづく

りというのも、これから検討していかなければならないというご報告だったと思うんですけども。こちら

から、ちょっとお名前を示させていただいて、辻󠄀委員、いかがでしょう。何か、今のお話を聞いていて、

ちょっとこう感じたこととかご質問でも結構なんですけども、いかがでしょうか。 

 

（辻󠄀委員） 

民生委員長の辻󠄀と申します。よろしくお願いします。我々、民生委員活動は本当に地べた這いずり

回って、それぞれの人に対面して、というようなことがあります。それで、民生委員の役割の中でちょ

っと申し上げますと、お一人暮らしの高齢者、要支援、要援護者の方、それに、子どもの問題。とか

いろいろ抱えているんですよね。 

それで今、お年寄りについて言えば、まず民生委員として心がけて欲しいと思ってるのは、話しやす

い民生委員がそばにいてる。相談しやすい民生委員がそばにいて、それと最後に信頼できる民生

委員がそばにいてる。この３つを頭に描いて、その他にもいろいろ行動計画があるんですけども、民

生委員自体を頑張っています。 

お年寄りとしゃべるときに、この人、なんやしゃべりたいだけかいな。おしゃべりしたいだけかいな。そ

れと、いやいやなんか相談することがあるんちゃう。というようなこと。それと、なんかやりたいんだけど

後押しして欲しいやねというふうな、お年寄りの気持ちをできるだけ大事にして、それぞれのシチュエ

ーションで、行動するようには言ってます。 
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相談されれば、とりあえず我々はつなぎ役なんで、役所の方へ、福祉課の方へ、とりあえずこんな問

題があるということがあればつないで、どんな相談をするんやというふうなことを心がけてやっておりま

す。 

民生委員の行動を言い出したらキリがないんですけどね、とりあえずお年寄りとの対話は、その辺に

あったというふうに思ってますんで、そういうふうなつもりで行動しております。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。本当に他市でも他区でも、民生委員の方々のお話聞かせていただくと、

そういった形で、ご相談に乗るところのお話されたときに、それをどこに相談すれば、ちゃんと受けと

めてくれるのかという、その発見したところを、受けとめる、そういったところがとても大切じゃないかと

いうところ、その部分について、平尾委員のお話されたようにお互いの支え、支えられ合い、というよ

うな関係づくりというところが多分また 1つのポイントになってくるのかなというふうに思いました。とても

大変な状況の中で、いつもありがとうございます。続いて、それでは友田委員、いかがでしょうか。 

 

（友田委員） 

はい。そうですね。「人と人とのつながりと支え合いのまち北区」となっているんですけれど、何ていう

かな、今までの地域に住んでる方は、私達、把握できます。民生委員でも、私も民生委員やってます

から把握できるんですが、マンション、これがちょっと、うん、どうしようもできない。そういう情報提供と

いうものを、なんかこう一人住まいでいますよ、というのを役所などからの個人情報の問題とかがあり

ますけれど、ちょっと、おっしゃっていただいたら、私たちも、女性会としまして、その人たちを気づか

う、そういうことができるんじゃないかな。マンションとの交流が今後うまく取れていけば良いかなあと

思っています。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。確かに今新しいマンション、オートロックという形でね、見守り活動もでき

ないですし、なかなかマンションの新しい住民の方が、地域のことや北区の良さとか好きになるという

のは難しい中で、その課題をどうしていくかというのは、これからの大きな課題かなというふうに聞か

せていただきました。ありがとうございます。南委員いかがでしょうか。 

 

（南委員） 

はい。私どもの地域で、最近ですけども、以前から、子どもの通学の見守りをやってるわけです。これ

も毎朝、みんなでやってるんですけども、実はこの 4 月 1 日から集団登校をやめると、いうことになり

まして、これは集団登校に対して親御さんが、きちっと決まった時間に、きちっと決まった場所へ、集

めるということが大変だと、いうことの意見が相当多かったんです。それと、子どもの自主性を重んじ

てくださいという意見が、学校に寄せられたみたいなんです。ただ、完全にやめるのは 5 月１日という

ことになってます。1 ヶ月間は、新入生がおりますので、その間慣れるまではやろうということになって

ます。 

地域では、今までやってきたことに対して、それだけの反発というのか、やめてくれ、というような意見
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があるとは思ってませんでしたので、ちょっと非常にショックを受けております。 

ただ、私たちは地域としては、役員が高齢化してるんで、出てくれる人も少ないんですけどもこれを機

会に何か考え方を改めないかんなということですね。日常、朝でも集団登校してる子どもたちは、きち

っと列していってくれてるんですけど、その時間が終わって、8時半になっても、まだパラパラと 1人 2

人という具合にかなり登校してる人もあります。 

この辺のところは、我々のやってることと、親御さんとの何らかのギャップが非常にあると思うんです。

それはもちろん我々は気づかっているんですけども、気づき合えていないということだろうと思います。

もう長年、私らの小学校のときからでも集団登校をやってましたから、それが当たり前と思ってたんで

すけども、どうも時代が違う。 

 

（新崎議長） 

それは全区で統一ですか。 

 

（南委員） 

いいえ。扇町小学校のことです。 

 

（新崎議長） 

なるほど、学校ごとで決まりがあるわけですよね。 

 

（南委員） 

そうだと思います。詳しいいことはわかりませんが、学校の先生方も大分、悩んでおられるようだった

んですけど、保護者からのそういう意見がある以上は何らかの対処しなければいけないということで、

だから我々もまた人員を確保して、ぜひ続けていければと思ってやるつもりはしています。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。集団登校が終わってしまうというところのお話をいただきました。実は子

どもの送迎の見守りというのはね、お子さんの命をつないでいくというか不審者から守るというところと

同時に、地域のおじさん、おばさんが子どもたちに温かい眼差しを送ってるよという、そういったところ

の 2つの意味がすごく大きいんだろうと思うんですけども、その部分を、学校の先生方がどのようにお

伝えされているかというところがポイントだと思うんですけど、これは僕の、勝手な新崎の思いなんで

すけども、集団登校をしていなくても、子どもたちがバラバラに来たときに声かけていただくというよう

な形を、継続いただけたらとてもありがたいなと思います。 

僕も今ちょっと仕事がバタバタしていて出来ていないんですけど、僕が住んでいるところは集団登校

がないんでバラバラに来るんですけども、見守り隊の方が本当に熱心に声かけていただいて、おは

ようとかいってる子もいれば、無関心で通り過ぎてる子もいる。そういう意味でいうと、保護者の方々に

対する教育というんですかね、お伝えせなあかんことはあると思うんですけども、本当にそういうつな

がりって、地域の子どもたちにとったら、自分たちのことを守ってくれてるおじいちゃん、おばあちゃん

がいるということで地域を好きになるキッカケにもなると思いますので、その辺のところを学校の先生
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方にもしっかりと理解してもらうように促していくというところは、これはちょっと行政とか、学校関係のと

ころにお伝えしていただけたらありがたいなというふうに思うところです。ぜひぜひまた大変な状況で

すけども、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。松本委員、いかがでしょうか。 

 

（松本委員） 

はい。平尾先生と岸本会長のコメントをお聞きして、私は今日響いたことが 3 つありまして、1 つは岸

本会長がもっと地域に来て欲しい、専門職が来るべし、というのは本当に、私たち社協の職員も区役

所の皆さんも一緒に頑張っていきたいなというのは改めて思いました。 

あと、平尾先生から、その個別の支援で、特にずっと私が見なあかんのかなという恐怖って、地域の

方は本当に絶えず思ってはると思うんですよね。逆にそれぐらいやったらできるかもしれへんというの

はすごく相反していて、やっぱり自分たちとしても地域活動してくださる方の裾野を広げていかなあ

かんなというのは本当に思って、それこそ、先ほど友田委員がおっしゃったマンションのアプローチと

いうのは、マンションの方々というのはすごい私たちにとっても、壁であり財産であるなというのを思っ

ていて、社協も区役所もマンションへのアプローチはかなり始めてるんですけど、多分それを地域の

方々にうまくフィードバックできてないなということに気づきました。そこは次年度、私たちも事業計画

に盛り込んでおりますので、こういうアプローチをしていて、こんなことが起こっていますというのは、フ

ィードバックさせていただけたらなと思いました。以上です。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。今お話いただきましたようにやっぱり私自身も岸本会長のお話を聞いて

いて、そういった地域の中でのイベントとか、百歳体操とか、いろいろなところって、「3つの場」なんや

ろなあと思って聞かせていただきました。 

1つは、いわゆる早期発見、早期と言えば、対応のきっかけづくりになる場所。平尾委員もお話しされ

てましたけれども、どんなに優秀な専門職であっても、一番最初のちょっと心配やなあというところの

変化を気づけるというのは、やはり地域の方しかいらっしゃらないから、じゃあ、ご負担かけてしまった

らどうするかというとこでいうと、そういった方々の発見を、「報連相」していただいて、つまり「報告・連

絡・相談」したときに、しっかりと受けとめる仕組みをどう作っていくか、これは民生委員の方々のとこ

ろでもそうだと思うんですけど、今、1 期目と 2 期目の方までは、令和のコロナ禍の中でほとんど地域

の中で活動するような研修も実体験も少ない状況の中で、辻󠄀委員とか友田委員のようなベテランの

民生委員の方々は、相談までしっかり対応していただきますけど、新任の方にとったら、発見したこと

を誰につなぐかというところでいうと、先ほど事務局の牧島さんからご報告いただいたようなコミュニテ

ィソーシャルワーカーであったり、地域福祉コーディネーターの方がしっかり受けとめる仕組みづくり

というところで、安心して「報連相」ができる仕組みというところ、そのためには、日々の顔の見える関

係づくりというのが、多分、地域のサロンとか、それから百歳体操、その何気なく集まってるところの中

で、あの人来てなかったよねって気づける場所にもつながってくるのかなというとこですね。 

そして、今、松本委員もお話しされましたように、そこに専門職がちょっと顔を出しとったら気軽にご相

談できる、わざわざ社協に行ってとか、わざわざ地域包括支援センターに行ってというとこでいうと非

常に敷居が高いので、専門職が、専門用語でいうとアウトリーチというんでしょうか、地域のところに出
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向いていって、そして、その地域の方々の発見したことをちゃんと受けとめる仕組みづくりというのが、

大切というところを、何かお聞かせいただいたところかなというふうに思います。 

また、最後のまとめのときにもお話させていただきますので雑駁ですけども、そういったことをちょっと

新崎自身は、支援会議のご報告の感想として持たせていただきました。ありがとうございます。他に

何かご意見とかはよろしいでしょうか。 

あと次の議題に入っていかせていただいても大丈夫ですかね。それでは続きまして、第三期北区地

域福祉計画の策定ということについて、事務局よりご説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

はい。福祉課長の中野です。では私から第三期、令和 7 年から令和 11 年を期間といたします第三

期北区地域福祉計画の策定に向けて、その方針でありますとか、スケジュールについて若干ご説明

をさせていただきたいと思います。 

資料につきましては 3－1 をご覧ください。先ほど冒頭、現行の第二期計画のこれまでの具体的な取

組についてご報告をさせていただき、それに続きまして、岸本会長それから平尾先生から、昨年 12

月 15日に開催いたしました地域支援連絡会議でのご議論についてのご報告もとりまとめていただい

たところでございます。こういったことを踏まえつつ、現行計画について、検証を加えながら来年度 1

年間をかけて検討を行って、令和 7年からの第三期の計画を策定して、実施をして参りたいと思いま

す。 

次のページのスケジュールの方をご覧いただきたいと思います。方針といたしましては、先ほど申し

上げましたように、現行の 3 つの柱と 6 つの視点、これはもともとは 5 つの視点だったところを、中間

年度におきまして新たに、「気にかけるという地域づくり」という視点を加えまして、現行の 6 つの視点

を持って構成されております。基本的に次期計画について、この 3つの柱と 6つの視点というのを維

持しながら、今日的な課題について考察を加えていくという形でまとめていきたいと思います。 

冒頭のご報告の中で、高齢者の方に対する取組であるとか、障がいのある方に対する取組というふう

に、課題であるとか、対象の方別にご報告をさせていただきました。これはある程度、そういった形の

方が具体的な取組がわかりやすいかなということで資料的にはまとめたんですけれども、北区の計画

におきましては、こういうふうに対象ですとか、課題別ではなくて、あえて視点であるとか、柱というふう

な、言ってみれば気づきであるとか、大きな方針という形で計画をまとめております。これが北区の現

行の地域福祉計画の 1つの特徴かなあと思っております。 

個別の課題ではなくて、大きな視点を持って、ひとまとめにして、包括的に課題をとらえて解決を図っ

ていこうというのが、北区の福祉計画の特徴かなと思ってますので、これについては維持をしていき

たいかなと思っております。 

では、おさらいも含めまして現行のこの 3 つの柱、組み立てにつきましてですけれども、少し振り返っ

てみたいと思います。ご覧いただくように 6 つの視点といいますのは、まず新しく加えました、気にか

ける地域づくり。 

それから誰もが受け手であり、担い手、多様性を理解し、共生する地域、誰もがつながるまち、団体

地域や組織の強みや特性を生かした交流や、連携、最後に福祉の学びから生まれた場づくりと、こ

の 6 つの視点を、基本理念の「人と人とのつながりを支えるまち北区」の実現に向けまして、取組の
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大きな方針の 3 つの柱と組み合わせまして、「地域でつながり支え合う活動の支援」、「きめ細かい相

談支援の充実」、「福祉の学び」という方向性と相まって、基本理念の実現につなげていこうという、こ

ういった大きな構成となってございます。本日は、時間の関係もございますのでこの 3 つの章につい

て、もう少し掘り下げてご説明をさせていただきたいと思います。 

次のページご覧ください。まず地域でつながりを支える活動の支援といたしまして現行計画に掲げて

ございます。項目についてご覧をいただきたいと思いますけれども、まず地域での生活課題の発見

や、それに向けてその解決に向けた取組、或いは多様な主体の福祉活動への参画、それから見守

り助け合い活動と、こういったことも含めて、地域福祉活動の推進、それから、災害や緊急時への備

えの充実、それからつながりの拡充と、こういったことを 1 つ目の柱の中で掲げまして、これに向けて

具体的な取組を進めていってるところでございます。 

次のページで少し、これについて振り返ってみたいと思いますけれども、まず主な取組として、地域

課題の解決に向けた取組ということでたくさんあるんですけども、ちょっと割愛しながらご紹介しますと、

まず小地域での福祉活動計画に基づく活動の推進ということで、これは各地域に、福祉活動計画を

策定していただいて、それに基づく活動の推進をしていただくということで、それぞれの地域で策定

をされておられます。今年度も見直しも含めて、大淀西地域さんとか、豊崎東さんが、地域での小地

域計画の改定をされまして、令和 6 年度からの取組についてまとめられたところです。これについて

は、ちょっとこの後、委員の皆様に資料をお配りしてご覧をいただきたいと思います。また、豊崎地域

さんやで中津地域さんであるとか、今見直しに着手をしているというようなお話も聞いており、こういっ

た各地域での計画に基づく活動の推進といったことになります。 

それから、先ほども出ておりました、マンションコミュニティーの活性化についての、取組ということ。 

それから 2番目の災害時にも、支え合うつながりづくりということで、要援護者支援の取組の強化であ

りますとか、災害時における関係機関との連携と、こういったところが掲げられております。 

民生委員児童委員の取組といたしまして、日頃から民生委員様、児童委員様については、普段から

地域の見守り活動していただいてるんですけども、現行、現在の民生委員、児童委員の皆様で、こ

れとはまた別に、独自の取組を目標として掲げられて、取組を行っておられます。 

1 つは、区におけるＳＤＧｓの取組の推進ということと、もう 1 つが、防災についての取組ということを、

部会を設けて、辻󠄀会長と 2 人の副会長のもとで今検討も進めて、まとめをしていただいてるというとこ

ろですから、こういったことも、地域の中から活動が広がっていっている好例かなと思っております。 

それから 3番目ですけれども、地域福祉活動への多様な主体の参画と協働の推進ということで、これ

も報告の中でもございましたフードドライブとかフードパントリーの取組、これも非常に大きく広がりを

見せておりますし、民間企業との連携ということも、先ほども紹介しましたように、この数年間におきま

して、大きな広がりを進めてきており、特にここ数年は、福祉分野ですとか子育てについての連携と

いうところで、非常に民間との連携も進んできたかなあと考えております。 

次に、きめの細かい相談支援の充実ということで、社会的な孤立の防止や情報提供の推進、それか

ら制度の狭間ですとか、複合的な課題を抱えた世帯の支援というようなことについてですけれども、

将来的には包括的な相談支援体制の構築でありますとか、虐待防止、判断能力が不十分な方、認

知症の方でありますとか、小さなお子さんというようなこと、こういったこと方々への権利擁護というとこ

ろへの対応が進んでいくというようなことかと思っております。 
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これについては、地域包括支援システムの中での包括支援センターの取組でありますとか、来年度、

この 4月から立ち上がります、こども家庭センターといったところで、さらに機能の強化が図られるもの

ではないかなあと考えております。 

これにつきましても少し主な取組をご紹介させていただきますと、相談支援体制の充実ということにつ

きましては、ＣＳＷ、ＳＳＷそれから地域福祉コーディネーターの配置を行って、身近な相談の対応

機能の強化を進めてきたことでありますとか、2 番目の、安心して暮らすことのできる支援の充実とい

うことで言いますと、ふれあい喫茶の活動とか、健康増進とかいうようなこと、こういったことが取組とし

ては、挙げられるのではないかなあと考えております。 

また、虐待防止・権利擁護支援の強化としては、早期発見に向けた啓発とか、関係機関のネットワー

クの構築といったことをこの間、取組を進めてきたということになっております。 

最後に、子ども・青少年が健やかに育つための支援の充実ということでは、先ほど申し上げた、こども

家庭センターの創設とか、これまで子育て支援室を中心に取り組んできました様々な制度や取組の

充実と情報発信というところが挙げられるかと思っております。 

3 つ目の柱、福祉の学びでございますけれども、これは地域での、また我々職員、それぞれの学び

であるとか新たな担い手を作っていくという中で、福祉の学びということをこの現計画に掲げておりま

して、福祉意識の向上、それから地域福祉への理解の促進、岸本会長の先ほどご案内ありました、も

っと職員なりが地域出ていって欲しいと、専門知識をもっと地域に還元して地域の実情を知って欲し

いというようなお声もありました。まさに、こういったところかなと考えておりますけれども、こういった中

で、地域活動への人材育成の確保ということも、現行計画の中にも掲げております。将来的には、地

域福祉活動への参加者が増加して、活動がさらに活発化をしていくというようなことを目指して取組を、

行ってきているというのが現行計画の中にございます。 

次のページで具体的な取組と申し上げますと、福祉マインドの向上というところで、認知症サポータ

ーの養成講座ということ、それから、情報発信の強化と、いうような啓発とかですね、人材育成のため

の講座といったこと、それから、福祉人材の育成支援ということで、ボランティアや市民活動の窓口の

充実でありますとか、認知症への理解や取組を進めていく企業や団体を増やす取組ですとか、若手

世代のボランティア活動参加促進と、これもなかなか若手の方の参加というのも 1 つの課題かなと思

うんですけど、こういった事も現計画の中には掲げて進めていてるということでございます。 

さて、こういった現計画の基本的な方向性を維持しつつ、先ほど冒頭に見ていただいた計画の策定

において、地域の皆様からのご意見ですとか、4月から組織の中では策定委員会というものを立ち上

げて、区役所内の各担当課が横断的に、防災地域であれば、地域課、福祉課、生活支援課もとより、

情報発信というところでありますと政策推進課でありますとか、健康課といったような組織の横断的な

検討委員会を立ち上げながら、行っていくわけですけれども、そのちょっと進め方ということで、本日、

地域支援連絡会議の議論を少しご紹介いただきましたので、そういった地域のご意見をどういうふう

にこの計画に反映しながら、検証して進めていくかということを少し進め方について、例といいますか、

ご紹介をしたいと思います。 

お手元の資料の 3－2 をご覧ください。グループワークでの意見を第二期地域福祉計画の 3 本柱に

振り分けさせていただいたＡ4の横の資料があるかと思います。 

これは、先ほど平尾先生、岸本会長からご紹介・ご報告いただいた、地域支援連絡会議の委員の皆
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様といいますのは、地域で実際に活動をしていただいてる実務者の方を中心にした委員構成になっ

ておりまして、例えば、医師会様ですとか、地域社協の皆様、それから地域包括支援センターの方と

か、そういった実務者の方が中心となって、今回については、地域や施設で気になった出来事があ

ったかなあとか、そういったことについて、どういったことが課題として、どういった気にかけあって、気

にかけるから気にかけ合う取組は、どういうことがあるかなあということを意見交換していただいて、そ

の意見を、今実際に現行計画の 3 つの柱の中に振り分けていきました。そういった地域のご意見が

現行計画の中に反映していくためには、どういうふうに出てきた意見を、どういう形で今の柱に振り分

けていって、それを次の第三期計画に反映していくかということをこれからやっていかなければならな

いかなあということで、少しそれをやってみました。 

例えば、地域でつながりを支え合う活動の支援ということを先ほどご紹介したように、地域課題の解決

に向けた取組でありますとか、災害時の支え合うつながりづくりと、いったことが、項目としては掲げら

れてますけれどもこれを実現するために実際に連絡会議でどんな意見が出たのかなあというのをちょ

っとひとまとめにしてみました。 

その中から、少しピックアップしてご紹介しますと、例えば、一番上の項目ですけれども、医師会さん

からのご意見の中で、1 人だけで登下校中の児童への声かけとか、挨拶をしてますよ、との事例があ

りました。これは先ほど、南委員からもあったように集団登校が、今回見直された中で、他の取組はど

ういったことがあるのかといった中で、例えば、1 人だけで登下校されてる方の声がけというのをどうし

ていくのかと、こういったようなご意見が反映できるのかなあと思っておりますし、タワーマンションの

問題も先ほど、言及がありましたように、この中にはマンション内で防災訓練なんかをして、住民同士

のつながりを作る。とか、新しいマンションの住民さん向けに写真展などを開催して、町会は未加入

だけれども、そういった取組で住民のつながりを作っていったらどうかなとか、そういったご意見が出

ております。 

或いはですね、障がい者基幹相談支援センターと、豊崎じんじんという地域活動のつながりで、他の

飲食店での展示や、お客さんと障がい者と地域でつながりを持てる場所がありますよと、今言ったよう

なご意見とか、こういった実際に地域で行われている取組ですとか、それに基づく課題認識ということ

を今、この 3つの柱にあえてこう分けていって、当てはめていって、その中から、課題とか次年の計画

に向けての方針を、1 つ 1 つ検証と構築を繰り返していって、計画では、来年の第 2 四半期の 9 月

10 月を目途に原案を策定をしていきたいというふうに考えております。こういった作業をしていく中で、

地域の皆様への意見をアンケート調査になるのか、それぞれ、例えば民生委員様ですとか、それぞ

れ地域団体の方への聞き取りですとか、ご意見聴取の場をいただくとかということも繰り返しつつ、都

度先ほど申し上げた、区役所組織内での策定委員会を絡めながら、作業を進めていきたいと考えて

おります。 

あと他にも、それぞれ資料の中では、きめの細かい相談支援の充実、それから福祉の学びというとこ

ろで、それぞれの項目にも、同じように、いただいたご意見をちょっと割り振って、これについては、い

ただいたご意見は、例えば福祉の学びで言えば、どういうことになるのかというなことをまとめさしてい

ただいておりますので、今日のところは、ひとまずこういったやり方で、地域の皆様のご意見を、現行

計画の中での振り返り、反映していくという形で進めていきたいなあということでご紹介をさせていた

だきますので、また詳細については、資料をご覧いただきまして、ご意見等いただければ今後また、
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ご意見いただけたらなあと思っております。 

こういった見直しにつきましては、冒頭の現行計画の報告につきましては、先日の区政会議の場でも

報告させていただきましたし、今後も、この推進会議の場が、基本的には福祉計画の検証の場であり、

進め方の確認の場でもあると思いますので、都度都度でご報告しながら、来年度からの計画策定に

向けて進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

雑駁ではございますけど、私の方から第三期計画策定に向けて、方向性ということをご説明させてい

ただきました。ご意見よろしくお願いいたします。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。中野課長より次期計画であります、第三期計画の案につきまして、ご報

告いただきました。やはりこういった地域福祉計画の策定には、継続点検・継続改善ということが必要

不可欠と思っているんですけども、そういった意味で、今回ご報告いただきました、地域支援会連絡

会議のご報告、それを丁寧に整理していただいて、わかりやすく見える化していただいた、これ事務

局の方のご尽力がとても大きかったなあと思います。 

そういったところで皆さん方、今回、この第三期、次期計画についての構想について、感想であった

り、また、ご意見お聞かせいただければと思うんですけども、いかがでしょうか。急にご指名するのも

ちょっと大変だと思うんですけど、辻󠄀委員、いかがですか。何かお感じになったことでも結構ですし、

ご質問でも結構ですので、お願いいたします。 

 

（辻󠄀委員） 

今までのお話をいろいろ聞かせていただいて、計画は長く続くと思うんですけども、1 歩 1 歩進んで

いかなければいけないというふうに思います。 

気にかける方もですけど気にかけられる方も、やっぱり自分ではどうしたらいいのかなというような不

安をお持ちの方も多々おいでになると思いますので、我々はそれを、なんちゅうか見つける、つなげ

る、そういうような活動をしていきたいと思いますし、普通に普段歩いてて、あの人おかしいね、という

なことを感じることも多々あるかと思います。 

そんなときもやっぱりどっかにつないで、この人ちょっとあれかなというな、そういう、つながり、体制、

というのを身近で作っていければ、安心かなと思いますので、それぞれの担当、担当というか地区で

もいろいろあると思いますけども、こういうふうな会議がある、こういうふうな計画があるということを周知

していただいて、皆さん、関係者の方にわかるように、一歩先に出た行動に出られるように広報とかを

浸透させていただいていただければいいと思います。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。どこの計画でもそうですけどもすごくいいものができても、それを広報周

知する方法というところ。今若い人たちにとったらもう紙媒体離れというとこなんで、ＳＮＳとか、そうい

ったところに積極的につないでいくとか、他市でも、動画配信でいつでもアクセスできるような形です

るとか、こういった素晴らしい計画をどう良くし、よりよく知っていただくかというところなんかについても、

第三期計画のときには考えていかなければいけないというご指摘ありがとうございます。友田委員い
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かがでしょうか。 

 

（友田委員） 

そうですね。マンションのことについても、ちょっといろいろ計画なさっておられると思うんです。結局、

私たち地域のもんと、役所の方との交流なんていうもんとか、もっと近づいて、話し合いを持てたら一

番いいんじゃないかなと思いました。 

 

（新崎議長） 

そうですね。信頼関係とか顔の見える関係ですですよね。ぜひお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいます。それでは南委員、いかがでしょうか。 

 

（南委員） 

私どもの方はまず顔見知りを作るということ、以前から地域でやってたわけです。それが、まず、小学

校が廃校になった。原因が、人が少なくなったとか、やっぱ子どもが少なくなったということから始まり

まして、最終、地域の活動が非常に危機感を感じたわけです。それから、地域として積極的に人を集

める、顔見知り作るということに対してどうしたらいいかわからないんで、まず、地域の行事をたくさん

作ろうと思い、どなたに来ていただいてもいいということをしたんです。 

それから始まって、やっぱり 10 数年、13 年ほど経つんですけども、その都度、大体の入場者、代表

者の姿を見てますと、最初はやはり若い夫婦で来られて、何年か経つと、今度は子どもさんを乳母車

に乗せてこられてる。それから、次が幼稚園児や小学生の方が、一緒に来られるという段階を見まし

てね。これを続けないと、若い人を今度地域に取り込めないと、いうことがわかってきましたんで、今

はもう楽しみにしていろいろ行事に参加してもらうようになってます。 

そのうちに、若い人が地域に興味を持って、何かお手伝いします、という具合になったりしますんで、

これも 1 つの方向で良かったかなとは思ってます。そのいろいろな場をとらえて、数字にはなってま

せんけども、みんな活動をしてます。何らかの形にはなってきており、今後はますます楽しみになっ

てるところです。 

 

（新崎議長） 

ありがとうございます。今の南委員のお話の中でいうと、継続は力なりという言葉が、何かこう、今お話

いただいたところとピッタリかなと思うんですね。やはり行政の職員、専門職は確かに専門性や知識

はいっぱいあるけど異動があって、なかなか継続した変化というのは見れないときに、地域の方は本

当 5 年 10 年 20 年という形で、定点観測というんですか、その世代の、ライフスタイルがどう変わって

いくかというのをずっと見続けていただいている。 

そのときに、やはりイベントという何か楽しいことから、初めて関わっていただいて、それがお子さんや、

それからその方がまた高齢になられるまでの、スパンというのを考えて、言えば、支援を考えていくと

いうところは、これは専門職ではなかなか難しく、地域ならではのご指摘だなと思います。そういった

ことも今回の次期の計画の中に活かしていけると素敵ですよね。ありがとうございます。小林委員、い

かがでしょうか。 
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（小林委員） 

はい。なかなか医療の分野からは、専門的な意見が出ないんですけど、今お話聞かせていただいて、

医療するときも、当の本人や小さいお子さんであったり高齢者の方とコミュニケーションを取るときに

は、やっぱりその家族の方を取り込んでやっていかないといけないということになった場合や地域の

活動に関しても、逆に今、その生産年齢の方々をいかに地域に取り込んでいくか、それがやはり、小

さいお子さんや高齢者の方への一番のサポートになっていくのかなとは思いますし、でも、タワーマ

ンション等が建っていって核家族化が進んでいったときにこういった中心地の部分に関しては、逆に

それが一番難しい課題なのかなというふうに、いま印象を持ちました。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。またそのタワーマンションの方も 10年 20年 30年経ったら高齢化にもな

ってくるでしょうしね。そういった形での検討というのも必要なのかなと思います。ありがとうございます。

松本委員いかがですか。 

 

（松本委員） 

先ほど、新崎先生が、計画は点検とか改善がすごい大事というところで、思い出したんですけど、厚

労省の職員で、「私は日本で一番、地域福祉計画を読んでいます」という人のお話をお伺いしたん

ですけども、その時に計画を立てるときに、皆さんは地域の方の声を聞くということは非常に気づいて

らっしゃるけども、そこの自治体、行政の人たち自身が普段、声を上げれない人達の声を、窓口です

ごい接しているということを忘れがちだということを話されてたのが印象的でした。やっぱり区役所の

方って、私たちが知らないぐらいにいろんな方にお会いになってると思いますし、区役所って本当に

多職種の職員がいてるので、そういう方の声も今後何か取り組んでいけたらいいなって、次期計画は

もうすぐ立てようとしてはるんですけども、ちょっとそんな視点も取り組んでいけたらと思いついたので

お話しました。以上です。 

 

（新崎議長） 

ありがとうございます。今、本当に委員の皆様方の積極的なご意見を聞かせていただきました。ありが

とうございます。では、少し総括ではないですけども、新崎自身の所感についても少しお話をさせて

いただきたいと思います。 

今、お配りしていただいた小地域のこの 2 つのプランを見せていただいて、新崎も以前、2 地区の小

地域活動計画立てに参加させていただきました。そこで痛感したことは何かというと、北区の地域とい

うのは本当にそれぞれの個性というんですか、地域特性が大きく異なるというところ、そういった意味

でいうと、地域の中で支援を行う専門職の方々の体制づくりというのもとても大切だけれども、と同時

に、それぞれの地域の中で、いわゆる、どういったニーズがあるのかとか、どういったことを解決してい

かなければならないのか、ということをしっかりと受けとめていく仕組みづくりが大切であるということ。

つまり、コミュニティソーシャルワーカーの方や、それから地域福祉コーディネーターの方、それから、

地域包括支援センターの方だけでなく、今、松本委員もお話しされましたように、それぞれの部局、
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いわゆる領域での担当者の方の、いわゆる横のつながりというのも、とても大切な部分なんだろうなと

いうふうに思いました。ですから、地域福祉計画を総合的に立てるときには、押しなべていろいろなと

ころに、今、中野課長さんもお話されたように、地域支援連絡会議で出てきたところを丁寧に使って、

仕組みづくりをしていきながら、同時に、それぞれの地域の個性を尊重しながら、どう伝えていくかと

いうところ、とても大きな課題であり、また逆にいうと、北区ならではの計画ができていけるのかなという

ふうに聞かせていただきました。 

そういう意味でいうと、よく新崎は、「連携や協働は手段」というふうにお伝えしています。つまり、それ

ぞれの立場や領域、専門職の方が、例えば、お医者さんであれば病気を治すとか、それから、例え

ば地域の方であれば地域のつながりを作るというふうに、それぞれのところだけで解決できることは、

それぞれでやっていくと、そのほうが効率的なんですけども、今お話聞かせていただいたような、非

常に複合的な問題の状況の中で、いろいろな専門職の方が協同せざるをえない状況がある。そして、

それを北区の場合には、僕は宝もんやと思うんですけど、地域支援連絡会議というふうに、医療や保

健福祉、看護、それから福祉介護、いろいろな専門職の方が集まって、そしてまた民生委員の方とか

も関わっていただいたりしながら、集まっていく会議するというところがあって、そこで話し合える場が

ある。そこを起点として、これからの計画につなげていただけるというところは、とても大きいなというふ

うに思います。役割分担モデルと言ったらいいんでしょうか。つまり、地域にできること、それはいわゆ

る早期発見と見守り活動。ただ、今あまり、議題には出なかったですけれども、インボランタリークライ

アントとか、以前はセルフネグレクトというＳＯＳをなかなか出していただけない方、もしかしたら、タワ

ーマンションの方についてもそうなのかもしれませんけども、そういった方々に対して、なかなか今ま

では専門職が関わることができなかった。そこで、南委員がお話されたように、地域での日頃の関係

や、岸本会長がお話しされたように、イベントを通して発見していく仕組みづくり、そして、その発見し

たことをちゃんと受けとめる専門職の心構えであったり、そういったことが非常に重要なところなのか

な。発見と見守りは、地域の方々にご尽力いただく、お願いする。ただし、その発見したことを報告し

ていただいたら、ちゃんとそれについて受けとめていく仕組みづくりということは、行政や専門職がし

っかりやっていくという役割分担。大切やなというふうに聞かせていただきました。 

それと、やはり僕自身も、専門職として関わったときに、やはり地域の方々のお言葉って結構きつか

ったりして、汗もかくけど口も出すということで、提案型の福祉で、専門職や行政の方は地域の方々

の切実な思いを、苦情とかクレームを聞くんではなくて、そういった提案として聞いていただいて、そ

して信頼関係を持ってできることは、今一緒にやらしていただく、時間をかけてでも解決しなければな

らないところは解決していくということを、計画の中につなげていただく。そういった意味でいうと、友

田委員がお話しされた信頼関係というのを、地域の方々と専門職や行政が作っていく、そういったこ

とも、第三期の計画の中に、ぜひ盛り込んでいただくと嬉しいなというふうに思います。 

はい、ということで本当に今回、それぞれ地域支援連絡会議のご報告いただき、それをもとに、委員

の皆さんから本当に、限られた時間ですけれども、積極的にご意見をいただきました。 

このご意見をもとに、また、第三期の計画策定について、ご尽力いただければというふうに思います。

それでは、最後になりましたけれども、小玉副委員長の方から総括のまとめをお願いできればと思い

ます。 
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（小玉副議長） 

はい。小玉でございます。本日は、年度末の何かとお忙しい中と併せまして、早朝よりご参集願いま

して本当にありがとうございます。まず議題の 2 番目でございましたかね、令和 5 年度の地域支援連

絡会議の報告をいただきました。平尾先生と合わせまして、岸本会長さん、本当にこの資料を見ます

と、構造整理が大変であったんではないかなと思います。やはり出席者を拝見させていただきますと、

プロの集まりでございますので、いろんな角度の正面からまた側面からの意見があったんではないか

なと思い、本当にご苦労さまでございました。この席をお借りしまして、厚く御礼を申し上げたいと思

います。 

私の方からは、先ほどから各委員さんの方で、意見等々をおっしゃっていただきましたので、私はち

ょっと視点を変えまして、福祉というのは、先が見えないというんですかね。なぜならば、この福祉とい

うのは、いま北区は 19 連合ありまして、19 の地域が自分とこの形でやっておられます。他の地域振

興とか他の関係は、民生さんでもそうかもわかりませんが、大体 1 ついうたら、スーと右に流れるんで

すが、こういう社会福祉協議会の中の、福祉という位置付けやったら、その地域・地域によっては、や

はり 1ついうと、これが 19の地域で共有できるかとなったら、私はできないと思いますね。なんであれ

ば、自分とこの与えられた土壌等々の流れの中で、絵を書いていくべきではないかなと思ったりはし

ます。 

実はちょっと私事で恐縮ですが、この見守りの活動につきましては 50 年ほど前から豊崎地域はやっ

ております。子どもの見守り隊も、ちょうど今年で 20 年目でございますが、やはり先見の先輩方は、

「将来は超高齢化になるよ。そういう形の中において日頃の見守りが大事やで」というので、社会福

祉協議会と途中から、平成の頭ですかね、平成２年やったと思いますが、ネットワーク委員会というの

を大阪市として立ち上げまして、私どもはいまだに何や知らんけども、ネットワーク委員会というのを

活動でやっております。今は社協の方に包括されたみたいな形で、どこともネットワーク委員会はご

ざいませんが、私とこについては単独で会をやらしていただいて、主にネットワーク委員さんの方で

見守りをやっていただいておる、その中には社協の委員さんが全部入っておるというような形でやっ

ています。それから、先ほどからお話が出ていました、この大阪市が描いた「気づく」というんですか、

その通りだと思うんですけども、誰もみんな「気づく」ということで道を歩いておられません。自然とわ

かってくるんですよね。ということは、家にじっとしてたら、何らできないと。 

私は家から出ていくときは必ずジャンパーを着て、ラッパズボンで、運動靴を履いて自転車で回ると、

何か引っかかってきますね。何かを言われます。だからやっぱりそう言われることを、先ほどからの委

員の皆様方から言われたような形で、我々は対応できるものと、できないものがあって、できないこと

が圧倒的に多いです。できないことについては、すべて専門分野の方にお任せをするというのがシ

ステムではないかなと思います。当然、これは継続が力となりますので、一応見守りは、今後とも、私

どもについてはやっていきます。やっていきますが、それが隣の地域ではどうかとなったら、これまた

別問題となってしまいます。やはり福祉というのはその地域・地域で考えていくべきではないかなと思

ったりもしています。 

最後になりましたが、この前、嬉しいことが 1つありまして、卒業式で、この前の月曜日でしたかね。そ

うですよね。私とこの小学校は小規模校でございまして 185 ぐらいしか児童数がいてませんので、ど

この小学校でもそうですけども、「私の夢、僕の夢」が決め事で、壇上に上がってきて一人ひとり発表
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がありますよね。今回 32 名が卒業生でございまして、そのうちの 2 人が「豊崎の皆さん本当にありが

とうございました。感謝申し上げます。」と発言されました。男の人と女の人です。私もこういうボランテ

ィアをさせていただいていて、卒業式には出していただきますが、初めての言葉でございました。とて

も素晴らしい言葉で、あの子どもたちの言葉を聞きますと、あと 5年頑張ろうかなという思いとなり、もう

私の年齢からしてみれば、ボランティア活動も終局に来てるかなあと思ったりしつつ、やはり子どもた

ちがどのような形で成長していくかわかりませんが、あの 1つのフレーズが印象深く、これやったらもう

ちょっと頑張っていこうかなというような形で、昨今、そういう形で細々とボランティア活動をしていると

ころです。 

冒頭にも言いましたように、福祉というのは本当に深いというんですか、端的にちょっと「1＋1＝2」と

いうようなそんな問題では絶対ないと思います。それとあわせまして、難しい問題が多々きております

ので、一応、基本的な福祉という 1 つの形は、民生さんと私ども社協という形で、車の両輪という形の

見守りをやっていくべきではないかなということで、絶えずそういう情報交換をすべきではないかなと、

常に考えておるところです。ちょっと、まとまりのない話でございましたが、ありがとうございました。今

後ともよろしくお願いいたします。 

 

（新崎議長） 

はい。ありがとうございます。小玉副議長の意見、まさに地域の「熱さ」「思い」というところを、我々専

門職や行政がどう受けとめるかという、ここの部分というのが、何かこう大切やな、やはり地域を愛する

のは、どんな専門職や行政マンよりも、地域に住んでおられる委員の皆さん、それから住民の方なん

やなって今聞かせていただきました。その熱さを決して冷めないようにするのが、我々の役割かなと

思って聞かせていただきました。どうもありがとうございます。 

ということで、すみません、拙い進行で、本当に皆さんのご意見がうまく引き出せたかどうかわからな

いですけれども、議事を全部終了しましたので、事務局に進行をお返ししたいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

 

（司会） 

新崎議長、小玉副議長どうもありがとうございました。新崎委員につきましては、今年度をもちまして、

地域福祉推進会議の委員を退任されることになっております。長年にわたり、北区の地域福祉の推

進にご尽力をいただきまして誠にありがとうございました。参加者皆様の拍手をもって感謝の意を表

したいと思います。 

（拍手） 

新崎委員から、一言いただけましたらよろしくお願いいたします。 

 

（新崎委員） 

本当にあまりお役には立てなかったですけれども、皆さん方の会議に出させていただいて、地域の

方々の思い、それから行政の方々の仕組みづくりというところについて、とてもたくさん学ばしていた

だきました。本当にありがとうございました。 
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（司会） 

新崎委員、ありがとうございました。委員の皆さまには、また、令和６年度に入りましたら、今年度の進

捗状況のご報告と第 3期の地域福祉計画についてご意見をいただきたいと存じます。 

日程が決定しましたら、改めてご案内をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

大淀歯科医師会の立場からご参加いただきました小林委員、1年間ありがとうございました。６師会か

らの参画は、1 年交代でのご出席をお願いしておりますので、来年度は、大阪市北区医師会、大阪

市北区歯科医師会、大阪市北区薬剤師会へご案内をいたします。それでは、これにて第２回地域福

祉推進会議を閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 


